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船舶事故調査報告書 

 

                             令和３年１１月２４日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  佐 藤 雄 二（部会長） 

                         委   員  田 村 兼 吉 

                         委   員  岡 本 満喜子 

 

事故種類 衝突（桟橋） 

発生日時 令和３年７月２１日 ０７時１６分ごろ 

発生場所 長崎県五島
ご と う

市福江
ふ く え

港２号桟橋 

 福江港２号防波堤灯台から真方位２２４°５２０ｍ付近 

 （概位 北緯３２°４１.８′ 東経１２８°５１.０′） 

事故の概要  旅客船兼自動車渡船OCEAN
オーシャン

は、着桟作業中、桟橋に衝突した。 

 OCEAN は、船首部外板に凹損を生じ、また、桟橋は、防舷材に亀裂

を生じた。 

事故調査の経過  令和３年７月２１日、本事故の調査を担当する主管調査官（長崎事

務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

旅客船兼自動車渡船 OCEAN、４３１トン 

 １４３９４４、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構、五

島旅客船株式会社（Ａ社） 

 ５３.３５ｍ×９.８０ｍ×３.７０ｍ、鋼 

 ディーゼル機関２基、２,９４２kＷ（合計）、令和２年８月２０日 

 乗組員等に関する情報 船長 ５８歳 

 五級海技士（航海） 

  免 許 年 月 日 昭和６３年１月２５日 

  免 状 交 付 年 月 日 平成２９年１１月８日 

  免状有効期間満了日 令和５年１月２４日 

 死傷者等 なし 

 損傷 本船 船首部外板に凹損 

桟橋 防舷材に亀裂 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 北北東、風力 ２、視界 良好 

海象：海上 平穏、潮汐 下げ潮の中央期 

 事故の経過  本船は、船長ほか４人が乗り組み、旅客２３人を乗せ、車両１台を

積載し、令和３年７月２１日０６時３５分ごろ福江港に向けて五島市

奈留
な る

島港を出港した。 

 船長は、０７時１１分ごろ五島市庖丁
ほうちょう

島南方沖で当直航海士から

操船を引き継ぎ、操舵室前部中央の操舵スタンドで操船に当たり、他

の乗組員を入港配置につかせ、約１４.５ノットの対地速力で本船を
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南西進させた。 

 船長は、福江港北口にある２号防波堤及び３号防波堤の間に向けて

左に変針した後、両舷主機を徐々に減速しながら本船を南進させ、０

７時１３分ごろ福江港３号防波堤北灯台を左舷側に見て通過し、両舷

主機を極微速力前進とした。 

 船長は、福江港２号防波堤灯台を右舷側に見て通過し、右に変針し

て２号桟橋が見通せる場所まで本船を西進させた後、２号桟橋の北端

付近に向くよう左に変針した。 

 船長は、ふだん、２号桟橋北端の北方沖２２０ｍ付近で両舷主機を

中立として前進行きあしにより本船を南西進させた後、同桟橋北端の

北方沖９０ｍ付近で右舵一杯及び右舷主機を極微速力後進とし、２号

桟橋の手前で前進行きあしが止まった頃、両舷主機及びバウスラスタ

を使用して右回頭し、後進して、北北西方に伸びる２号桟橋東面に出

船左舷着けで着桟していた。 

 船長は、２号桟橋北端の北方沖９０ｍ付近に達した頃、ふだんどお

り右舷主機を極微速力後進としようとしたところ、両舷主機を中立と

していないことに気付き、すぐに両舷主機を中立とした後、両舷主機

を全速力後進としたが、前進行きあしが止まらず、０７時１６分ごろ

本船の船首部が２号桟橋北端付近に衝突した。 

 船長は、本船を後進させて２号桟橋から離れ、回頭して本船を２号

桟橋に着桟させた後、旅客の負傷及び車両の損傷を確認するよう乗組

員に指示するとともに、Ａ社担当者に本事故発生の報告を行い、乗組

員から、旅客に負傷者がおらず、車両に損傷がないとの報告を受け、

旅客及び車両を下船させた。 

（付図１ 事故発生経過概略図、写真１ 本船、写真２ ２号桟橋の

損傷状況 参照） 

 その他の事項  船長は、平成６年ごろＡ社に入社し、Ａ社所有の旅客フェリーで、

甲板員、航海士を経て平成２６年ごろから船長職をとり、令和３年３

月に就航した本船に船長として乗船していた。 

 船長は、本事故当時、考え事をしていて両舷主機を中立とするのが

遅れてしまったと本事故後に思った。 

 船長は、本事故当時、両舷主機を中立としていないことに気付いた

後、両舷主機を操作したことは覚えていたが、慌てていたので、衝突

を回避しようとして舵やバウスラスタを使用したかどうかは覚えてい

なかった。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

あり 

なし 

なし 

 本船は、福江港において着桟作業中、船長が、考え事をしていて前
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進行きあしが速い状態で２号桟橋に接近したことから、同桟橋北端の

北方沖９０ｍ付近に達した際、両舷主機を中立としていないことに気

付き、両舷主機を中立とした後、続いて全速力後進としたが、前進行

きあしを制御することができず、同桟橋に衝突したものと考えられ

る。 

原因  本事故は、本船が福江港において着桟作業中、船長が、考え事をし

ていて前進行きあしが速い状態で２号桟橋に接近したため、前進行き

あしを制御することができず、同桟橋に衝突したものと考えられる。 

再発防止策  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・船長は、着桟作業中、操船に集中し、適切な時機に前進行きあし

を制御すること。 
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付図１ 事故発生経過概略図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

× 

本船 

長崎県 

五島市 

奈留島港 

福江港 

福江港 

事故発生場所 
（令和３年７月２１日 
０７時１６分ごろ発生） 

福江港３号防波堤北灯台 

福江港２号 
防波堤灯台 

庖丁島 

２号桟橋 

07:11 ごろ 

07:13 ごろ 

福江島 

久賀島 

奈留島 

ふだん、両舷主機
を中立とする場所 

本事故当時、両舷主機
を中立としていないこ
とに気付いた場所 



- 5 - 

写真１ 本船 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真２ ２号桟橋の損傷状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

防舷材に亀裂 

船首部外板 
に凹損 


